
　　　　　　　　　　　

（名称）

第１条　本会は、飯塚市筑穂地区まちづくり協議会（以下「まちづくり協議会」と

　いう。）と称する。

（目的）

第２条　まちづくり協議会は、地域住民と各種団体の共助の活動を通して人と人と

　の絆を強めながら、誰もが安心して安全で住みよい住み続けたい地域社会をつく

　ることを目的とする。

（事務局）

第３条　まちづくり協議会の事務局を飯塚市筑穂交流センター内に置く。

　（事業）

第４条　まちづくり協議会は、第２条の目的を達成するため、次の各号に定める事

　業を行う。

　（１）防災、防犯、交通安全に関すること。

　（２）文化活動及び地域振興に関すること。

　（３）子育て支援に関すること。

　（４）人権啓発の推進に関すること。

　（５）男女共同参画の推進に関すること。

　（６）障がい者や高齢者等に関すること。

　（７）健康づくりに関すること。

　（８）教育、青少年健全育成に関すること。

　（９）広報に関すること。

　（１０）その他、まちづくり協議会の目的達成に関すること。

（組織）

第５条　まちづくり協議会は、別表１で定める筑穂地区の各種団体並びに学識経験

　者（以下「会員」という。）をもって組織する。ただし、学識経験者は若干名と

　し、会長、副会長、事務局長（以下「選考者」という。）で選任し、役員会で決

　定のうえ、総会で報告する。

２　筑穂地区の各種団体から新規加入の申し出があった場合は、選考者が協議し、

　役員会で決定し、総会で報告する。

（役員等）

第６条　まちづくり協議会に、次の役員等を置く。

　（１）会長　　　　　１名

　（２）副会長　　　　２名

　（３）事務局長　　　１名

　（４）理事　　　　　５名～７名以内

　（５）会計　　　　　１名

２　まちづくり協議会に、監事２名を置く。

筑穂地区まちづくり協議会規約

１ページ



（役員等の選任）

第７条　前条の役員等の選任については、次のとおりとする。

　（１）会長は、会員の中から選任する。

　（２）副会長、事務局長、理事及び会計は、別表１に定める中から選任する。

２　監事は、役員会で選任する。監事は、他の役員と兼ねることはできない。

　（役員の任期）

第８条　役員等の任期は２年とし、再任を妨げない。

２　補欠により選任された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

３　役員等は、辞任または任期満了後においても、後任者が決定するまでは、その

　職を行わなければならない。

４　役員は、別表１に定める構成団体の役員等を退任した場合は、まちづくり協議

　会の役員も退任するものとする。

（役員等の任務）

第９条　役員等の任務は、次のとおりとする。

　（１）会長は、まちづくり協議会を代表し会務を総括する。

　（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代理する。

　（３）事務局長は、まちづくり協議会の事務を統括する。

　（４）理事は、まちづくり協議会の運営にあたる。

　（５）会計は、まちづくり協議会の会計事務を行う。

２　監事は、まちづくり協議会の会計事務を監査する。

（会議）

第１０条　まちづくり協議会に次の会議を置く。

（１）総会

（２）役員会

２　会議開催については、必要に応じ会長が招集する。

（総会）

第１１条　総会は、全会員で構成し、次の事項を議決する。

　（１）事業報告及び決算

　（２）事業計画及び予算

　（３）規約の制定及び改廃

　（４）役員等の承認

　（５）その他重要な事項

２　総会は、通常総会及び臨時総会の２種類とする。

３　通常総会は、毎年度決算終了後２カ月以内に開催する。

４　臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または、会員の３分の２以上の開催要

　求があったときに開催する。

５　総会は過半数の出席（委任状の提出者を含む）で成立し、出席者の過半数の賛

　成で決議する。

６　総会における議長は、出席者の中から互選とする。
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（役員会）

第１２条　役員会は、第６条に規定する役員（監事を除く。）をもって構成し、次

　の事項を協議する。

　（１）総会に付議すべき事項

　（２）学識経験者の選任に関すること。

　（３）新規加入に関すること。

　（４）その他必要な事項

２　役員会は、緊急の事案を処理、決定することができる。

　（顧問）

第１３条　まちづくり協議会に、顧問を置くことができる。

２　顧問は、会長が選任し役員会で承認のうえ、総会で報告する。

３　顧問は、会長の諮問に応じ、第２条の目的達成に寄与するものとする。

（専門部会の設置）

第１４条　まちづくり協議会は、第４条に掲げる事業について専門的な協議及び検

　討を行うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

（経費）

第１５条　まちづくり協議会の経費は、補助金、負担金及びその他の収入をもって

　あてる。

（会計年度）

第１６条　まちづくり協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日

　に終わる。

（議事録の作成）

第１７条　まちづくり協議会の会議は、会議の要点を記録し、議事録として残さな

　ければならない。

（その他）

第１８条　この規約に定めのない事項は、役員会で決定し、総会で報告する。

附　則

１　この規約は、平成２３年６月２４日から施行する。

　　この規約は、平成２５年７月１８日から施行する。

　　この規約は、平成２６年７月９日から施行する。

　　この規約は、平成２８年７月２５日から施行する。

　　この規約は、平成３０年８月６日から施行する。

　　この規約は、平成３１年２月２８日から施行する。

　　この規約は、令和元年５月２４日から施行する。

　　この規約は、令和２年６月６日から施行する。

　　この規約は、令和４年５月３０日から施行する。

　　この規約は、令和６年６月２４日から施行する。

　　この規約は、令和７年７月２８日から施行する。

２　まちづくり協議会の設立当初の事業年度は、設立の日から平成２４年３月３１

　日までとする。
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